
  

一

 
 

 

交
通
政
策
基
本
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

第
一 
題
名
に
関
す
る
修
正 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
題
名
関
係
） 

 
 

法
律
の
題
名
を
「
交
通
基
本
法
」
に
改
め
る
こ
と
。 

第
二 

移
動
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
修
正 

 

一 

移
動
に
関
す
る
権
利
の
明
確
化 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
条
関
係
） 

 
 

１ 

全
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
移
動
を
保
障
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
移
動
の
自
由
を
有
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

目
的
規
定
の
修
正 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 

移
動
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
規
定
の
新
設
に
伴
い
、
こ
の
法
律
が
移
動
に
関
す
る
権
利
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る

旨
を
目
的
規
定
に
明
記
す
る
こ
と
。 

第
三 

交
通
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
修
正 

 

一 

交
通
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
基
本
理
念
の
新
設 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
三
条
関
係
） 



 

二

 
 

 

交
通
に
関
す
る
施
策
の
推
進
は
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
よ
う
、
交
通
の
安
全
の
確
保

が
図
ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

交
通
関
連
事
業
者
及
び
交
通
施
設
管
理
者
の
責
務
に
関
す
る
修
正 

 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
十
二
条
第
一
項
関
係
） 

 
 

 

交
通
関
連
事
業
者
及
び
交
通
施
設
管
理
者
が
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
こ
と
の
例
示
と
し
て
、
交
通
の
安
全
の
確
保
を

図
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

第
四 

国
際
競
争
力
の
強
化
等
に
関
す
る
修
正 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

一 

「
産
業
、
観
光
等
の
国
際
競
争
力
の
強
化
」
を
「
産
業
、
観
光
等
の
振
興
」
に
改
め
る
こ
と
。 

（
新
第
五
条
関
係
） 

 

二 

「
産
業
、
観
光
等
の
国
際
競
争
力
の
強
化
」
等
に
必
要
な
施
策
を
「
産
業
、
観
光
等
の
振
興
」
等
に
必
要
な
施
策
に
再

編
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
新
第
二
十
一
条
関
係
） 

第
五 

大
規
模
災
害
へ
の
備
え
に
関
す
る
修
正 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
二
条
関
係
） 

 
 

大
規
模
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
講
ず
る
施
策
の
例
示
か
ら
、「
相
互
に
代
替
性
の
あ
る
交
通
手
段
の
確
保
」
を
削
る
こ
と
。 

第
六 

そ
の
他 

 
 

所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 


